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•しろあり　•はち
•ゴキブリ　•ムカデ
•ネズミ　　•イタチ
•ハト　　　•コウモリ
•その他害虫☎0799-55-0800

※お気軽にお問合せ下さい。

淡路島のシロアリ防除・害虫駆除専門店

全島対応
いたします
全島対応
いたします

しろあり被害・拡大中!!

調査・
見積無料！

（国民健康保険の人）

区　分 負担額
（5 月まで）

負担額
（6 月から）

住民税課税世帯 460 円 490 円
住民税非課税世帯または低所得者Ⅱ
（過去 12 か月の入院日数が 90 日まで） 210 円 230 円

住民税非課税世帯または低所得者Ⅱ
（過去 12 か月の入院日数が 90 日を超える※） 160 円 180 円

低所得者Ⅰ 100 円 110 円

（後期高齢者医療制度の人）

区　分 負担額
（5 月まで）

負担額
（6 月から）

現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ 460 円 490 円
低所得者Ⅱ

（過去 12 か月の入院日数が 90 日まで） 210 円 230 円

低所得者Ⅱ
（過去12か月の入院日数が 90日を超える※） 160 円 180 円

低所得者Ⅰ 100 円 110 円

※過去 12 カ月の入院日数が 90 日を超える場合、長期入院該
当認定の申請が必要となります

り
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

明
石
年
金
事
務
所
管
内

出
張
年
金
相
談

▽
日
時　
７
月
25
日（
木
）

　
午
前
10
時
15
分
～
午
後
３
時

▽
場
所　
洲
本
市
文
化
体
育
館

▽
受
付
期
間　
６
月
25
日（
火
）～

※
満
席
に
な
り
次
第
受
付
終
了 

▽
受
付
・
問
合
せ　

明
石
年
金
事

務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３

　
　
音
声
案
内
①
→
②

問
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
☎
43・５
２
１
２

国民
年金

　
令
和
６
年
４
月
分
か
ら
令
和
７

年
３
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
万
６
９
８
０
円
で

す
。
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
届
く
納
付
書
に
よ
り
、
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
に
よ
る

電
子
決
済
、電
子
納
付（
ペ
イ
ジ
ー
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な

ど
）、
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替

も
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
人
は
、
申
請
に
よ

方
法
は
い
ろ
い
ろ

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

市ホームページ

交
付
し
ま
す
。

　

お
申
込
み
、
ご
相
談
に
つ
い
て

は
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
完
全
予
約
制

※
ご
希
望
の
日
時
に
沿
え
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す

問
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
☎
43
・
５
２
１
２

マイ
ナンバー

　

市
内
の
企
業
や
事
業
所
へ
、
市

役
所
職
員
が
出
向
い
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
「
出
張
申
請
受
付
」
を

行
い
ま
す
。
１
人
あ
た
り
５
～
10

分
と
短
い
時
間
で
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

後
日
、
発
行
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
は
郵
送
で
申
請
者
へ

企
業
や
事
業
所
へ
伺
い
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

市ホームページ

上
限
額
は
同
じ

補
助
内
容　
管
理
医
療
機
器
と
し

て
の
補
聴
器
本
体
と
付
属
品

※
故
障
に
よ
る
修
理
、メ
ン
テ
ナ
ン

ス
な
ど
は
補
助
対
象
外

※
申
請
前
に
購
入
さ
れ
た
も
の
は

補
助
対
象
外

※
補
助
決
定
を
受
け
た
年
度
内
に

購
入
し
て
く
だ
さ
い

申
請
方
法　
長
寿
・
保
険
課
窓
口

に
て
、申
請
書
と
医
師
意
見
書

用
紙
を
お
渡
し
し
ま
す

問
長
寿
・
保
険
課

　
☎
43
・
５
２
６
０

補助金
補
助
対
象
者　

❶
市
内
に
住
所

を
有
し
、か
つ
居
住
す
る
65
歳

以
上
の
人
❷
聴
覚
障
害
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
中
等
度
難
聴
の
人

❸
耳
鼻
科
の
医
師
の
診
断
を
受

け
、補
聴
器
の
必
要
性
を
認
め

る
証
明（
医
師
意
見
書
）を
受
け

た
人
❹
市
税
等
を
滞
納
し
て
い

な
い
世
帯
に
属
し
て
い
る
人

補
助
金
の
額　
補
助
対
象
経
費
の

２
分
の
１（
１
０
０
円
未
満
切

り
捨
て
）と
４
万
円
と
を
比
較

し
て
少
な
い
方
の
額

※
片
耳
、両
耳
問
わ
ず
、補
助
金
の

高
齢
者
の
社
会
参
加
や
地
域
交
流
を
支
援

補
聴
器
購
入
補
助
金相

談
内
容

・
何
か
ら
始
め
た
ら
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い

・
不
安
で
一
歩
が
踏
み
出
せ
な
い

・
自
分
に
向
い
て
い
る
仕
事
が
わ

か
ら
な
い

・
個
別
相
談
が
し
た
い　
な
ど

問
森
の
た
ね
（
森
の
木
フ
ァ
ー
ム

内
）
☎
53
・
０
１
８
１

障害者
　
社
会
参
加
や
就
労
へ
の
不
安
を

感
じ
て
い
る
人
へ
の
支
援
を
め
ざ

し
、そ
の
人
の
特
徴
や
才
能
を
生

か
せ
る
職
場
や
環
境
を
見
つ
け
る

た
め
の
サ
ポ
ー
ト
事
業
で
す
。

巡
回
相
談
日　
６
月
18
日（
火
）

　
受
付
時
間　
午
後
１
時
30
分
～

　
２
時
30
分（
予
約
優
先
）

場
所　
市
役
所
本
館

働
く
こ
と
に
悩
み
の
あ
る
人
へ

障
が
い
者
等
生
活
訓
練
事
業
ス
タ
ー
ト

寿
・
保
険
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
事
前
に
保
険
証
利
用
登

録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
提
示
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
に
よ
っ
て
限
度
額
適
用
区
分
を

確
認
で
き
る
場
合
は
、
認
定
証
が

な
く
て
も
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、

市
役
所
窓
口
で
の
事
前
申
請
は
不

要
と
な
り
ま
す
。

問
長
寿
・
保
険
課　

　
☎
43
・
５
２
５
７

入院
　
令
和
６
年
６
月
１
日
か
ら
別
表

の
と
お
り
入
院
中
の
食
事
代
の
自

己
負
担
額
（
標
準
負
担
額
）
が
変

わ
り
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
低

所
得
者
Ⅰ
、Ⅱ
に
属
す
る
人
は「
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

標
準
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
の

で
、
事
前
に
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

で
申
請
し
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
制
度
に
つ
い
て
の
詳
細
は
長

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

入
院
中
の
食
事
代
の
自
己
負
担
額
変
更

で
き
ま
せ
ん
。

福
祉
医
療
利
用
上
の
注
意

❶
学
校
等
で
の
事
故
で
日
本
ス
ポ

ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
給
付
を

受
け
る
と
き

❷
他
の
公
費
負
担
医
療
の
給
付
を

受
け
る
と
き

※
乳
幼
児
等
お
よ
び
こ
ど
も
医
療

費
受
給
者
で
、
自
立
支
援
医

療
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
・
難
病
法
に
基
づ
く
特
定

医
療
の
公
費
助
成
を
受
け
て
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
よ
り
払
戻
し
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

問
長
寿
・
保
険
課
医
療
保
険
係

　
☎
43
・
５
２
５
７

福祉
医療

　
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
（
高
齢

期
移
行
・
重
度
障
害
・
乳
幼
児
等
・

母
子
家
庭
等
・
高
齢
重
度
障
害
・

こ
ど
も
）
は
、
毎
年
７
月
に
更
新

を
行
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
該

当
す
る
人
に
は
６
月
下
旬
に
受
給

者
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
７
月

以
降
は
新
し
い
受
給
者
証
で
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

※
母
子
家
庭
等
医
療
の
対
象
者
に

は
、
更
新
申
請
の
案
内
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

受
給
者
証
の
交
付

　
交
付
に
は
所
得
の
申
告
が
必
要

で
す
。
対
象
者
で
も
所
得
の
申
告

が
な
い
場
合
は
、
資
格
の
確
認
が

で
き
な
い
た
め
受
給
者
証
を
交
付

７
月
以
降
は
新
し
い
受
給
者
証
で
受
診

福
祉
医
療
費
助
成
制
度

陸の港西淡前より徒歩 1 分
西淡三原ＩＣから車で３分 南あわじ斎場

葬儀・仏壇・墓石・ギフト

株 式 会 社 神 戸 未 来
〒 656-0322 南あわじ市志知鈩 466-1
TEL：0799-36-0033　 FAX：0799-36-0053

（市内割引致します）

無料

募集募集
非常勤職員登録者
　非常勤職員（会計年度任
用職員）として働いていた
だける人の登録を随時募集
しています。
　登録方法、職種など、詳
細は市ホームページをご覧
ください。

※登録されても直ちに任用
ということではありませ
んのでご注意ください

問総務課☎43-5001




